令和８年度　沖縄市学力向上推進事業学力調査（中３対象）
業務委託仕様書（案）
　　　　

　　沖縄市教育委員会

１　委託業務名

　　令和８年度　沖縄市学力向上推進事業　学力調査（中３対象）業務

２　業務の目的

　　本市では児童生徒の学力を全国水準に押し上げることを目標に「幼児・児童・生徒のウェルビーイングの実現を目指して」をテーマに学力向上事業を推進している。
　　さらにその具体策として、「当該学年における学習内容を確実に定着させ進級させる」取組を重点に位置づけているところである。

　　本学力調査は、義務教育最終学年である生徒の学力実態を把握すると共に、高等学校進学に向けた最重要課題としての学習指導・支援に資するため、本市立中学校３年生を対象として実施する。

３　業務期間

　　契約締結日～令和９年２月２６日(金)
４　委託業務内容

（１）調査対象：沖縄市立全中学校３年生
（２）実施教科：英語・数学・国語・理科・社会
（３）調査実施日：令和８年１０月２０日（火）・ １０月２１日（水）
　　　　　　　　　２日間に分けて５教科の学力調査を実施
（４）実施内容
沖縄県高校入試問題の出題傾向を分析し、重要単元及び頻出単元を中心にした学力調査

（５）実施方法
本学力調査に関するすべての業務（問題用紙等の制作、各学校への配布・答案用紙等の回収作業・採点及び集計・成績処理及び調査内容の分析、結果説明会の実施）を下記のとおり委託する。
1 教科、学級ごとに実施説明書・問題用紙を準備し必要部数を各学校へ配布すること。
②実施日程に合わせて問題の配付と回収を行うこと。

③調査実施後、採点・集計作業を行い各学校における学級・個人の分析資料（本仕様書５(２)参照）を作成すること。
④市内各校ならびに市全体の集計分析資料を作成すること。
⑤市内各校へ分析資料を配付すること。

⑥学校の要望に応じ説明会を実施すること。
⑦欠席生徒への対応も行うこと。
⑧全体集計に加えない生徒の個人分析表も作成すること。
⑨実施にあたっては出題範囲を事前に確認し未履修の内容が出題されないよう留意すること。
⑩本学力調査実施にあたっての質問受付業務を行うこと。
⑪本学力調査結果をもとにした進学指導（高校入試）の資料提供を行うこと。
（６）生徒数並びに学校・学級数（R8.5.1現在　別紙参照）　
５　納入すべき成果品

（１）調査問題

（２）分析資料
①個人成績表
②小問別正答率一覧
③得点度数分布・教科別プロフィール
④小問別正誤一覧
⑤成績順位一覧
⑥誤答分析
⑦学力調査結果をふまえた進学指導用資料（個に応じた指導が可能な資料）
⑧市内全校分の結果分析資料
⑨その他教育委員会が必要とする資料

６　納入場所

　　○問題・各校結果分析資料・・・・・沖縄市立各中学校

    ○市内全校分の結果分析資料データ・・・・教育委員会

７　一般業務

（１）監督員

　　　　①発注者は委託業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。

　　　　②監督員は契約書、仕様書等に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

（２）管理責任者

①受注者は、委託業務における管理責任者を定め、発注者に通知するものとする。

②管理責任者は仕様書等にもとづき、委託に関する一切の事項を処理するものとする。

（３）提出書類

①受注者は、監督員が指示した書類を延滞なく提出しなければならない。

②指示、承諾及び協議は原則として書面によりこれを行うものとする。

（４）打ち合わせ等　　

    　　業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者ならび受注者は常に密接な連絡をとり、業務内容及び条件等の疑義を適宜正すものとし、その内容について受注者はその都度記録し、相互に確認しなければならない。

８　委託料の支払い等
（１）本契約は概算契約である。
（２）受注者は、委託料を本委託業務以外の支払いに充当してはならない。
（３）本委託業務が終了し、委託契約金額が確定した結果、受注者に交付された委託  料に返還額が生じたときは、受注者は発注者の求めに応じ、速やかに委託料を  返還する。
（４）消費税免税事業者は、委託料に消費税相当額を含めた請求はできない。
９　報告
（１）当事業は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業であり、監督員の求めに応じ  て速やかに事業実績報告を提出すること。
（２）本業務で整えた資料、報告書及び支出に係る領収書等は、事業終了後５カ年間  厳重に保管し、提出を求められた場合は速やかに提出すること。

１０　対外交渉

 受注者は、この契約に基づく業務の遂行に際し、第三者に対し説明あるいは交渉  を要する場合、または説明を求められた場合は、速やかに発注者に連絡し、その  取扱いについて発注者の指示を受けるものとする。

１１　疑義の解釈

この仕様書に定めのない事項、またはこの仕様書の内容に疑義が生じた場合は、 速やかに委託者と受託者で協議して定めるものとする。

１２　法令の厳守

　業務の遂行にあたっては、関係法令等を厳守すること。
１３　留意事項

（１）業務の実施にあたって、受注者は、発注者及び各中学校と緊密な打ち合わせを行い、円滑な業務の推進を図ること。
（２）本業務で制作ならびに購入された成果物の著作権ならびに物品は発注者に帰属する。

（３）本業務にあたっては、第三者の権利を侵害しないように留意するとともに、第  三者が著作権を有する写真、映像、ソフト、展示手法等を使用するときは、あ  らかじめ発注者と協議のうえ、関係法令に定められた諸手続きを行うこと。

（４）その他、業務を遂行するうえで関係する法令の遵守、ならびに、諸手続等につ   いては延滞なく適正な執行に努めるよう、適宜発注者と協議しながら進めるこ   と。

１４　その他
（１）本業務において教育委員会から資料の貸与をうける場合は、資料の管理に十分  注意し、利用目的の達成後又は業務完了後速やかに返却すること。

（２）貸与された資料は、本業務の目的以外に使用してはならない。

（３）受注者は、成果品提出後であってもその不備が発見されたときは、速やかに受   注者の費用を持って修正すること。

（４）受注者は業務上知りえた個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。ま    た、業務終了後も同様とする。
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